
墨田区告示第５１６号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２の規定により、指

定地域密着型サービス事業所を指定したので、介護保険法第７８条の１

１の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

令和７年１２月１９日 

              墨田区長   山 本   亨 

 

１ 事業者名称    Ｆａｃｅ合同会社 

 

２ 事業所名称    デイサービスるんるん 

 

３ 事業所所在地   東京都墨田区墨田二丁目１番４号 

 

４ 指定年月日    令和８年１月１日 

 

５ サービス種類   地域密着型通所介護 


